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輻
島
正
夫
編

『
明
治
民
法
の
制
定
と
穂
積
丈
書
』

！
「
法
典
調
査
會
　
穗
積
陳
重
博
士
開
係
丈
書
」

　
　
の
解
読
・
目
録
お
よ
び
資
料
i

周
知
の
ご
と
く
、
明
治
民
法
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
中
心
と
し
て
編
纂
せ
ら
れ

た
奮
民
法
施
行
延
期
の
後
を
承
け
、
日
本
人
の
み
に
よ
つ
て
作
ら
れ
、
施
行
さ

れ
た
最
初
の
民
法
典
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
二
十
六
年
三
月
以
來
、
五
年
有
牛

の
歳
月
を
費
し
、
穗
積
陳
重
、
富
井
政
章
、
梅
謙
次
郎
等
の
起
草
委
員
を
中
心

と
し
、
法
典
調
査
會
關
係
者
が
心
血
を
そ
そ
い
で
完
成
し
た
彫
心
縷
骨
の
所
産

で
あ
つ
た
と
い
つ
て
い
い
。
こ
う
し
た
明
治
民
法
制
定
過
程
の
研
究
は
、
岩
田

新
博
士
の
「
日
本
民
法
史
」
（
昭
和
三
年
刊
）
以
來
、
多
く
の
學
者
に
よ
り
、

あ
る
い
は
全
般
的
な
通
史
に
、
あ
る
い
は
部
分
的
な
特
殊
問
題
に
敏
々
の
勢
作

が
編
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
研
究
も
、
い
ま
な
お
、
逡
憾
な
が
ら

十
分
な
成
果
を
あ
げ
る
に
至
ら
ず
、
立
法
過
程
の
詳
細
な
解
明
は
ほ
と
ん
ど
未

開
捕
の
ま
ま
今
日
に
お
よ
ん
で
い
る
。
そ
の
最
大
の
原
因
は
多
く
の
立
法
資
料

が
散
傑
し
て
行
方
が
わ
か
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
所
在
の
到
明
し
て
い
た
分
に
つ

　
　
　
　
紹
介
と
批
詐

い
て
も
、
そ
れ
が
容
易
に
参
照
し
5
る
険
態
に
お
か
れ
て
い
な
か
つ
た
た
め
で

あ
つ
た
。
明
治
民
法
編
纂
資
料
は
、
も
ち
ろ
ん
三
起
草
委
員
を
は
じ
め
法
典
調

査
會
關
係
委
員
の
と
こ
ろ
と
、
奮
司
法
省
に
所
藏
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
梅

博
士
の
所
藏
さ
れ
て
い
た
資
料
は
、
明
治
の
末
、
東
京
帝
國
大
學
法
學
部
に
寄

贈
さ
れ
た
が
、
當
時
、
明
治
民
法
史
研
究
の
氣
運
い
ま
だ
勃
興
せ
ず
、
ほ
と
ん

ど
利
用
さ
れ
ざ
る
ま
ま
塞
し
く
關
東
大
震
災
の
た
め
烏
有
に
欝
し
、
富
井
博
士

の
丈
書
も
や
は
り
陽
の
目
を
み
る
こ
と
な
く
、
災
鍋
に
よ
つ
て
消
滅
し
た
。
其

他
の
委
員
關
係
の
丈
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
溜
息
が
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。

た
だ
司
法
省
所
藏
の
文
書
の
み
は
、
昭
和
十
年
乃
至
十
四
年
の
頃
、
日
本
學
術

振
興
會
が
同
省
所
有
の
明
治
時
代
の
主
要
立
法
資
料
を
タ
イ
プ
印
刷
に
で
覆
刻

し
た
際
、
ほ
と
ん
ど
全
部
複
窩
さ
れ
、
そ
の
原
本
の
大
部
分
が
職
災
に
よ
つ
て

失
わ
れ
た
今
臼
、
貴
重
な
副
本
と
し
て
残
つ
て
い
る
。
し
か
し
、
明
治
民
法
に

關
す
る
司
法
省
所
藏
文
書
は
、
親
族
、
相
綾
爾
編
に
關
す
る
本
會
議
と
整
理
會

議
の
遽
記
録
が
大
部
分
で
あ
つ
て
、
其
他
の
關
係
資
料
は
き
わ
め
て
少
な
く
、

か
な
ら
ず
し
も
十
分
完
備
し
た
資
料
と
ば
い
え
な
い
。
こ
れ
だ
け
で
も
、
も
ち

ろ
ん
貴
重
な
費
料
で
は
あ
る
が
、
そ
の
副
本
の
配
布
先
が
わ
ず
か
敷
か
所
（
法

濫
圏
書
館
、
東
大
、
京
大
、
東
北
大
、
九
州
大
、
早
大
及
び
本
塾
法
學
部
等
）

に
限
定
さ
れ
で
い
る
た
め
（
と
く
に
終
職
前
は
そ
の
副
本
全
部
が
「
秘
」
の
取
扱

い
を
受
け
公
表
が
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
）
、
蝕
り
廣
く
利
凧
さ
れ
て
い
な
い
。
親

族
、
相
綾
編
の
本
會
議
の
速
記
録
だ
け
に
つ
い
て
は
、
そ
の
複
篤
に
先
立
ち
、

昭
和
七
、
八
年
頃
、
巖
松
堂
か
ら
謄
篤
印
刷
本
が
公
刊
さ
れ
、
む
し
ろ
こ
の
方

が
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
明
治
民
法
編
纂
關
係
資
料
は
親
族
、
相
綬
編
の
曾
議
速
記
録

の
類
を
別
に
し
て
、
他
に
参
照
し
う
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
砺
究
者
に
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
（
一
〇
九
九
）



紹
介
と
批
詐

つ
て
は
竈
に
隔
靴
掻
痒
の
感
を
抱
か
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
般
、
く
し
く
も

載
災
を
ま
ぬ
か
れ
た
穗
積
陳
重
博
士
奮
藏
の
厩
大
な
文
書
が
、
東
京
大
學
法
學

部
に
寄
贈
さ
れ
、
斯
界
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ
る
福
島
正
夫
教
授
に
よ
つ
て
整

理
さ
れ
、
學
界
に
提
供
さ
れ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
な
れ
ば
正
に
早

天
に
慈
雨
の
思
い
が
す
る
。
「
明
治
民
法
の
制
定
と
穗
積
文
書
」
は
、
同
資
料

の
目
録
と
そ
の
解
読
を
、
一
部
資
料
の
覆
刻
を
条
ね
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。

○

　
本
書
は
、
解
読
～
目
録
、
資
料
の
三
編
に
分
か
れ
て
い
る
。

　
解
説
編
は
、
主
と
し
て
幅
島
教
投
の
筆
に
成
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
　
「
総

読
」
と
資
料
「
各
部
の
解
読
」
に
分
か
れ
、
総
読
で
は
、
資
料
の
由
來
、
資
料

の
整
理
、
費
料
の
地
位
と
意
義
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
明
治
民
法
は
輩
濁

起
草
合
議
定
案
の
方
法
に
よ
つ
て
い
る
か
ら
、
約
三
分
の
一
に
當
る
部
分
は
、

穗
穣
博
士
が
直
接
に
起
案
さ
れ
た
筈
で
あ
り
、
そ
の
融
に
關
す
る
限
り
穗
積
文

書
は
完
壁
な
資
料
を
取
揃
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
編
者
は
「
穂
積
文
書
だ
け

の
現
存
は
、
結
局
こ
の
一
番
内
奥
的
な
蛮
想
と
審
議
が
大
盟
三
分
の
一
し
か
分

ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
麟
着
す
る
。
…
三
と
は
い
え
、
も
し
穂
積
文
書
が
な
か

つ
た
な
ら
ば
…
…
起
草
委
員
に
お
け
る
民
法
墓
条
成
立
の
具
薩
的
な
過
程
は
す

ぺ
て
永
遠
の
謎
の
う
ち
に
閉
ざ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
…
…
と

こ
ろ
が
、
眞
に
幸
い
に
も
、
穗
積
文
書
の
現
存
に
よ
つ
て
、
全
條
文
の
お
よ
そ

三
分
の
一
お
よ
び
民
法
典
編
纂
方
針
に
關
す
る
重
要
な
文
書
等
が
そ
の
最
初
の

原稿から

知
ら
れ
る
可
能
性
が
興
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、

そ
の
他
（
三
分
の
二
）
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
有
力
な
推
測
の
足
場
を
提
供
す

六
八
　
　
（
一
一
〇
〇
）

る
こ
と
と
な
る
」
（
六
ー
七
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
梅
、
富
井
蘭
…
博
士
の
丈

書
が
永
久
に
失
わ
れ
た
今
日
、
穗
積
文
書
の
出
現
を
、
わ
れ
わ
れ
は
眞
に
祀
幅

せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。

　
総
読
の
末
尾
に
は
、
「
明
治
三
十
一
年
民
法
編
さ
ん
過
程
表
」
が
附
さ
れ
て

い
る
が
、
編
纂
過
程
の
偲
畷
圖
と
し
て
塞
に
便
利
で
あ
る
。

「
各
部
の
解
読
」
に
は
、
十
一
の
部
門
に
分
け
ら
れ
た
資
料
の
各
部
分
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち

て
、
周
到
綿
密
な
考
謹
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
大
部
分
は
、
資
料
解
題
の
わ

へく
内
に
制
約
さ
れ
つ
つ
も
、
從
來
公
表
さ
れ
て
い
る
い
か
な
る
文
献
よ
り
も
詳

細
な
一
種
の
明
治
民
法
編
纂
史
と
な
つ
て
い
る
。

　
凡
そ
、
賛
料
の
便
値
は
、
そ
の
位
置
づ
け
に
よ
つ
て
左
右
さ
れ
る
。
前
に
述

べ
た
日
本
學
術
振
興
會
の
覆
刻
事
業
は
、
司
法
省
所
藏
の
文
書
綴
り
を
、
何
等

の
整
理
を
も
加
え
ざ
る
ま
ま
、
複
窟
し
た
の
で
、
同
一
文
書
の
重
複
、
奮
民

法
、
明
治
民
法
關
係
文
書
の
混
交
な
ど
、
か
な
り
錯
難
し
て
お
り
、
惜
し
く
も

利
用
債
値
が
著
し
く
減
殺
さ
れ
て
い
る
。
穗
積
丈
書
は
、
そ
の
整
理
に
最
適
任

者
を
得
、
き
わ
め
て
整
然
た
る
排
列
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
縁
の
下

の
カ
も
ち
と
も
い
う
べ
き
困
難
な
作
業
を
な
し
と
げ
ら
れ
た
顧
島
教
授
及
び
そ

の
協
力
者
の
人
々
に
、
心
か
ら
の
敬
意
を
表
し
た
い
。

　
末
尾
に
附
表
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
民
法
原
案
起
草
分
澹
表
」
は
編
者

が
主
と
し
て
本
丈
書
に
よ
り
三
起
草
委
員
の
分
捲
部
分
を
推
定
の
上
、
作
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
從
來
、
不
野
義
太
郎
氏
に
よ
つ
て
親
族
、
相
績
の
二
編
を

の
ぞ
く
前
三
編
の
部
分
に
つ
い
て
は
一
懸
の
推
定
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
今
般
、

民
法
全
編
に
つ
い
て
の
分
謄
の
推
定
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
將
來
、
こ
れ

以
上
の
確
實
度
を
も
つ
た
推
定
は
、
お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
最
終
決

定
版
と
い
つ
て
い
い
。



　
目
錬
編
に
は
、
各
文
書
の
盟
裁
と
内
容
が
詳
細
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
豊

富
な
内
容
を
み
る
に
つ
け
、
穗
積
博
士
非
捲
當
部
分
に
關
す
る
資
料
（
梅
、
富

弁
爾
博
士
の
丈
書
中
に
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
）
の
鋏
除
が
、
い
ま
さ
ら

一
贋
惜
し
ま
れ
る
。
ま
た
、
奮
民
法
關
係
の
貴
重
な
草
案
類
の
若
干
が
含
ま
れ

て
い
る
の
が
注
意
を
ひ
く
。
さ
ら
に
入
會
椹
に
關
す
る
調
査
書
が
か
な
り
の
分

量
含
ま
れ
て
い
る
が
、
將
來
、
こ
の
方
面
の
研
究
に
有
釜
な
材
料
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

　
資
料
編
に
は
、
本
文
書
の
中
で
基
礎
的
資
料
と
思
わ
れ
る
も
の
の
若
干
が
、

原
文
の
ま
ま
覆
刻
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
典
調
査
規
程
、
法
典
調
査
規

程
理
由
書
（
以
上
何
れ
も
三
起
草
委
員
作
成
案
）
、
法
典
調
査
規
程
（
内
閣
邊

第
三
號
）
、
法
典
調
査
の
方
針
、
改
正
法
典
調
査
規
程
、
會
議
進
行
に
關
す
る

申
合
規
則
、
乙
號
議
案
（
起
草
委
員
が
豫
め
調
査
會
の
承
認
を
う
る
た
め
提
出

し
た
議
案
ー
手
塚
註
）
、
議
席
見
取
圖
、
編
別
目
次
假
案
、
前
三
編
議
會
提
出

理
由
説
明
草
稿
等
の
文
書
及
び
穗
積
文
書
で
は
な
い
が
、
陳
重
博
士
夫
人
歌
子

氏
の
日
記
か
ら
法
典
調
査
會
關
係
記
事
を
抄
録
し
た
も
の
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
o　

　
　
　
　
　
　
O

　
穗
積
文
書
の
寄
贈
を
契
機
と
し
て
、
策
京
大
學
法
學
部
内
に
は
我
妻
榮
致
授

を
中
心
と
す
る
「
民
法
成
立
過
程
研
究
會
」
が
結
成
さ
れ
、
本
文
書
の
整
理
お

よ
び
本
書
の
公
刊
も
、
そ
の
事
業
の
一
部
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
近

き
將
來
か
な
ら
ず
や
見
纂
な
成
果
を
世
に
逡
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

本
書
の
序
丈
に
、
我
妻
教
授
が
「
民
法
の
研
究
に
從
事
す
る
學
徒
に
封
し
て
、
民

法成立の

歴
史
に
關
心
を
も
ち
こ
の
文
書
を
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
」

　
　
　
　
紹
介
と
批
鱒

と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
さ
ら
に
多
く
の
人
々
が
本
文
書
を
利
用
し
、
明
治
昆
法

制
定
史
の
研
究
に
飛
躍
的
稜
展
を
も
た
ら
し
、
あ
る
い
は
す
く
な
く
と
も
前
三

編
は
現
行
法
で
あ
る
明
治
民
法
の
註
羅
學
的
研
究
に
一
層
の
ふ
か
み
を
加
え
る

こ
と
を
確
く
信
じ
て
疑
わ
な
い
q
そ
の
際
、
本
書
は
も
つ
と
も
有
力
な
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
の
役
割
を
果
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
否
、
本
書
な
し
に
、
旙
大
な
文
書
と

取
組
む
こ
と
は
到
底
不
可
能
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
穗
積
文
書
の
直
接

の
利
用
ま
で
は
考
え
な
い
人
々
に
取
つ
て
も
、
本
書
の
解
説
編
は
、
明
治
民
法

編
纂
史
研
究
の
最
高
水
準
を
示
す
も
の
と
し
て
正
に
一
讃
の
便
値
が
あ
る
。
廣

く
民
法
に
關
心
を
寄
せ
る
人
々
に
、
本
書
を
お
す
す
め
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
文
書
の
重
要
部
分
お
よ
び
明
治
民
法
關
係
以
外
の
穗
積
博
士
醤
藏

資
料
に
つ
い
て
も
、
將
來
公
刊
の
豫
定
と
聞
く
が
、
一
日
も
早
く
實
現
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
し
た
い
。
　
（
有
斐
閣
登
賓
　
頒
債
二
五
〇
圓
）
　
（
亭
塚
　
畳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
（
一
一
〇
一
）


